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ホリエモンから学んだこと 

 
 東京地検特捜部は、１月 23 日、ライブドアの堀江貴文社長（当時）を証券取引法違反の容疑で逮捕した。

要するに、自分可愛さに公然と“嘘をついた”ことがまずかった。その堀江氏を自民党は、公認候補以上の

扱いで応援した。彼の国家感や政策を知らずに応援したのだろうか。小泉自民党総裁と武部幹事長、それに

応援演説に行った竹中大臣などの責任は重い。候補者選びがあまりにも安易であり、ただ勝てれば良いとい

う発想は、危険極まりない。 
 

 私が当選した一昨年の７月以降、沢山の選挙が行われた。名前だけは知っているが、人柄、政策、信条ま

ではよく知らない候補の応援にも行ったこともある。初めのうちは、要請されるまま、よく知らない候補へ

の応援にも赴いた。しかし、私は、回数を重ねるにつれ、よく知らない人の応援に行って、有権者の皆さん

に「○○候補こそ、適任者です」と言うのは、有権者の方々に対する背任行為ではないかと疑問を持ち始め

た。単に自分自身の支援者が応援しているという、いわゆる“選挙区事情”を理由にある候補を応援するこ

とは、その選挙区に住むその支援者以外の声なき大勢の有権者（サイレント・マジョリティ）を欺く行為で

はないかと思い始めた。自分の票欲しさに１人しか当選しない選挙で複数の候補者の応援に行く政治家もい

るくらいである。 
 

最近、私は、民主党の公認候補以外への応援は慎重にしている。議員でない人は、自分の友人の知人とい

う理由だけで支援しても許されるかもしれない。しかし、私は国会議員（公人）であり、少なからず影響力

を持っている。 
 参議院選挙の時に私を応援してくれた人の中にも、その人が応援する某候補の応援（例えば、出陣式や街

頭演説）に私が行かなかったという理由でクレームをつける人がいる。ひどい人は、「次の選挙は対立候補を

応援するぞ」と言ってくるケースもある。綺麗ごとだと言われるかもしれないが、こうしたクレームは気に

かけずに自分の信念を貫いていこうと思っている。そうでなければ、日本の政治は変わらない。 
 

もっとも、天下の自民党の責任ある幹事長が、あの堀江氏のことをよく知らぬまま、「弟」だとか「息子」

だとか言って褒め称えていたことを考えれば、支援者からのクレームは可愛いものだ。諸悪の根源は、政治

家の言動にある。政治に対する国民の意識を変えるには、政治家自身が変わることが先決である。 
ホリエモンは、証券取引法や東証のシステムの不備、錬金術の落とし穴を教えてくれた。そして、選挙に

関わる政治家の言動に対する教訓を与えてくれた。良き反面教師であった。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワンポイント・ポリティクス ～予算審議の進み方～ 

 
 1 月 20 日（金）から第 164 回通常国会が始まった。通常国会では、まず総理の施政方針演説が行われ、

その演説に対する各党の代表質問が行われた。続いて 1 月末からは、予算審議が行われている。予算委員会

での予算審議の進み方はほぼ下図の通りである。 
 ポイントは、「基本的質疑」と「締めくくり質疑」である。総理を含む全閣僚が出席するのはこの二つの

みである。このときは NHK で審議の様子が生中継され、マスコミに取り上げられることも多い。 
 予算は衆議院で審議された後、参議院で審議される。予算の場合、衆議院で可決されると参議院で否決さ

れても衆議院の議決が国会の議決となるように憲法で規定されている。参議院が 30 日以内に議決をしない

際も衆議院の議決が国会の議決となる。予算審議では法律案の審議以上に衆議院の優越が確保されている。

趣旨の説明 基本的質疑 一般的な質疑 公聴会 分科会（委嘱審査）

締めくくり質疑 討論・採決 

『藤本祐司のかる～くポリティックス』始まる！！ 
1 月 27 日から毎月第４金曜に、藤本祐司が 

担当する FM ラジオの番組『藤本祐司のかる～ 
くポリティックス』が始まった。 
素敵な音楽と政治の話題をお届けする。堅苦 

しくなく、わかりやすい内容で紹介していきた 
い。静岡市内が中心だが、電波は広い範囲で届 
くので、皆様ぜひ聞いて欲しい。 
FM・Hi（エフエム・ハイ） 
（シティエフエム静岡・76.9MHｚ） 

毎月第 4 金曜日 19：00～19：30 
 

～藤本事務所からのお願い～ 

＊座談会開催のお願い＊ 

皆様に座談会開催のお願いです。藤本祐司の話を身近に聞いてみようとお思いの方、たまたま集会があ

るので 1 時間ぐらい顔を出して欲しいという方、お気軽に事務所までご連絡ください。 
＊ポスター掲示のお願い＊ 

  藤本祐司の顔を忘れないで頂くためにも、皆様のお宅やご近所の塀等に藤本祐司のポスターを掲示する

場所をお貸し頂きたいと考えています。サイズは縦 90×横 90 です。ご連絡お待ちします。 
【藤本祐司静岡事務所】 

〒422-8067 静岡市駿河区南町 10-6 村上駅南ビル 703  TEL：054-280-7604 FAX：054-285-7993 

藤本祐司の活動がわかるホームページをご覧ください。www.fujimoto-yuji.org/ 


